
令和２年７月１日 

 

生徒および保護者の皆様へ 

 

県立柏崎総合高等学校長  

村山 和彦  

 

夏季休業日の変更について 

 

皆様には、本校の教育活動につきまして、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月 18 日（土）から５月 20 日（水）

まで臨時休業が続き、５月 21 日（木）から 31 日（日）までは一部休業を行いました。そ

して、６月１日（月）から通常授業が再開されました。これまでの休業に伴い、授業等が

大幅に遅れていることから、本校では、夏季休業日を年度初めの予定より短くすることと

しました。日程につきましては下記のとおり予定しておりますので、ご了承ください。 

 
記 

 

 

１ 夏季休業日の変更 

    年度当初：令和２年７月 23 日（木）～８月 25 日（火） 

 

 

    変 更 後：令和２年８月１日（土）～８月 19 日（水） 

 

２ 夏季休業日中の登校日 

    １年次：令和２年８月３日（月）、４日（火）、５日（水） 

    ２年次：    ８月４日（火）、５日（水）、６日（木） 

    ３年次：    ８月３日（月）、４日（火）、５日（水）、19 日（水） 

※いずれの日も午前中４時間の予定です。授業等の内容については各年次から

示されます。 

 

３ その他 

・学校の閉庁日は、８月 11 日（火）、12 日（水）、13 日（木）、14 日（金）、17 日（月）

となります。この間は原則登校禁止となりますので、ご注意ください。 

・授業日においては、かなり気温の上昇が見込まれますので、登下校時、授業中等の熱中

症対策をお願いいたします。また、感染症予防のためのマスクについても、状況に応じ

て着脱し、熱中症対策としてください。 

 

担当 県立柏崎総合高等学校 

教頭 山下 幸治 

電話 0257-22-5288（代表） 


